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65歳以上の方は介護保険の申請が可能です。

お部屋のお掃
除、買い物を
手伝って欲し
い。

福祉用具を
購入、または
レンタルした
い。

夫に施設
へ入所して
もらいたい。

申請をし、サービスを利用すると・・・

車椅子をレン
タルしました。

デイサービスでお
風呂に入っていま
す。

有料老人ホームへ
入所しました。特養
の順番待ちもしてい
ます。

ヘルパーさん
と買い物に出
かけています。

訪問看護で
服薬・体調の
確認をしても
らっています。

こんにちは♪
最近、暑くなってきましたね。

今回の綾循ＭＳＷだよりでは、「介護保
険申請の流れ」について簡単に説明して
いこうと思います。



●介護保険サービス利用の手続き●

お近くの地域包括支援センター等で申請

本人と面談し状況確認する、
認定調査

主治医が記載する、
意見書

非該当

認定結果は・・・

要支援1・2の方 要介護1～5の方

○地域支援事業
「介護予防事業」

「市町村の実情
に応じたサービ
ス」

※入院中の患者様でも、4階に入院して
いる患者様以外は行うことができます。

○介護予防サービス

「これからどんな生活が
したいかなどの希望を
話し合います」

地域包括支援センター
職員と相談し、介護予
防サービスを利用しま
す。

○居宅サービス

「自宅で暮らしなが
らサービスを利用し
たい」

○施設サービス
「施設へ入所したい」

ケアマネージャーを
配置している居宅
介護支援事業者を
選び、担当のケアマ
ネージャーが決まり
ます。

施設ごとに入所条
件があります。

○申請は無料です。
○申請書に主治医の名前と診療科を記載する欄があります。覚えておきましょう。
○申請から認定が降りるまで、約1ヶ月かかります。早めに申請をしましょう。

※どんな介護保険サービスが使えるのか
今後どのように生活したいのかなど、
包括的に相談にのってくれます。


